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令和６年度埼玉県保育士等キャリアアップ研修事業業務委託仕様書 

 

 

 

 

１ 事業の目的 

 子供や子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様化・複

雑化する中で、保育士には、より高度な専門性が求められるようになっている。

日々の業務に加え、各種の研修機会の充実によって、その専門性を向上させてい

くことが重要であることから、リーダー的職員の育成に関する研修を実施する。 

 
２ 業務委託の内容 

  埼玉県（以下、「県」という。）と十分に協議しながら、受託者は、次の業務を行う。 

 

（１）研修の概要 

 ①研修カリキュラムの検討 

  「保育士等キャリアアップ研修の実施について（平成２９年４月１日付け雇児

保発０４０１第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）」の別紙「保

育士等キャリアアップ研修ガイドライン」の別添１「分野別リーダー研修の内容」

に従い、「ねらい」及び「内容」に掲げる内容を満たし、受講者が理解しやすく、

実践的に使用できるものを作成すること。 

 

 ②講師の選任 

  経歴、資格、実務経験、研修分野について十分な専門知識を有している者を講

師に選任すること。選定に当たっては、県内の指定保育士養成施設との連携に努

めること。 

  また、分野ごとに統括する講師を１名選任すること。 

 

 ③研修受講対象者 

 以下の（a)から（c）に該当し、県内に所在する保育所、認定こども園又は地域

型保育事業所（以下、「保育所等」という。）に勤務する保育士等を受講対象者

とする。 

 なお、研修の定員に研修対象者の受講希望者の数が満たない場合、県が受講の

必要性があると認めるとき、当該対象者以外の者に研修を受講させることができ

る。 

  (a)乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、 

   保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援 

   保育所等の保育現場においてそれぞれの専門分野に関してリーダー的な役

割を担う者 

  (b)マネジメント 

   （a)の分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保

育士の下でミドルリーダーの役割を担う者 

  (c)保育実践 

   保育所等の保育現場における実習経験の少ない者、又は長期間、保育所等の

保育現場で保育を行っていない者 

 

・この仕様書は企画提案書作成用である。 

・企画提案競技後、埼玉県は委託候補者と協議を行い、協議が整った場合は仕様書 

を委託候補者の企画提案内容に合わせ修正の上、契約を締結する。 
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 ④受講料 

  無料とする。ただし、研修テキスト再交付における実費相当分を徴収すること

は妨げない。 

 

 ⑤研修の実施方法 

  集合研修、オンライン研修、保育実践のいずれかの方式で実施する。集合研修

及びオンライン研修は講義形式のほか、演習やグループ討議、映像等を組み合わ

せることにより、主体的に受講者が知識や技能を習得できるよう工夫すること。 

オンデマンド形式で実施する場合は、「保育士等キャリアアップ研修をeラーニ

ングで実施する方法等に関する調査研究（平成３０年度厚生労働省委託事業）」

を参考に、集合研修やライブ形式と同等の質を担保する工夫を行うこと。さらに、

なりすまし及び早回し等の不正防止対策を十分に講じるとともに、受講者からの

質問を受け付けて回答できるようにすること。 

 

  ア 集合研修 

 会場は、研修の質確保に留意しつつ受講希望者の居住地、移動時間等を勘

案し、多くの者が受講できる場所を選定すること。（概ね定員１００人以上

の会場） 

 

  イ オンライン研修 

   ａ ライブ形式 

 ＷＥＢ会議用のシステム等を活用し、リアルタイムかつ双方向での研修

を実施すること。研修期間中は受講者の受講状況を常時確認し、不正受講

がないよう対策を講じること。 

 また、受講者側のネットワークトラブルや操作方法への疑義等に対応す

るためのサポート体制を整えること。 

ｂ オンデマンド形式 

 インターネット上のサーバー等に保存されている講義映像に受講者がア

クセスし、視聴する方法により行うこと。 

 

  ウ 保育実践 

    子どもに対する理解を深め、保育者が主体的に様々な遊びと環境を通じた

保育の展開を行うことで資質向上を図るため、勤務先等以外の保育所等を訪

問し、保育の方法等を学ぶ。 

  （実施手順） 

   ・受け入れ条件等を整理した募集要項を作成し、県内保育所等に協力園の公

募をする。 

   ・保育実践検討委員会と協議し、１５時間の研修プログラムを検討する。 

   ・研修開始前に協力園、受講者双方に研修の狙いが理解できるようオリエン

テーションを実施する。 

   ・研修を実施するに当たって必要となる協力園への謝金、受講者の各種検査

費用等は保育実践検討委員会と協議の上、委託料の中から支出する。また、

会場までの交通費や昼食代は受講者の費用負担とする。 

    

 ⑥研修の実施時期 

  原則、契約締結日以降から令和７年２月末までとする。ただし、県の判断で研



 

- 3 - 
 

修を中止し、補講を実施するときは、３月中旬までとする。 

  研修スケジュールは契約締結後、県と協議の上速やかに決定し、募集を開始す

ること。なお、研修日程は、日曜日及び年末年始を除く月曜日から土曜日で設定

すること。 

 

 ⑦研修実施回数及び受講定員 

  ア 研修実施回数 

    １００回以上の研修を実施し、研修の実施方法については、県が実施した

令和５年度保育士等キャリアアップ研修受講状況調査結果（別記）に従い、

計画すること。また、各分野の実施回数は受講希望者の要望も踏まえながら、

計画すること。 

    

  イ 研修受講定員 

    １０，０００人以上の受講枠を設けること。 

 

  ウ 研修日数及び時間 

   研修日数は１分野につき、１週間で完結するものを基本とし（オンデマン

ド形式の場合を除く。）、研修時間は１５時間以上とすること。 

 

 ⑧研修教材（テキスト） 

  オンライン研修で使用することを前提に形式、サイズ、レイアウト、文字量等

を考慮し、作成すること。また、必要に応じて副教材を作成すること。 

  作成に当たっては、令和５年度に県が作成したものを使用しても構わないが、

執筆者と協議の上、内容を更新すること。 

  なお、研修教材（テキスト）は研修実施前にデータにて受講者に提供すること

が望ましい。 

 

（２）研修の運営 

 ①研修開催チラシの作成 

  下記(a)から(e)の内容を記載した研修開催チラシを県と内容を協議の上、作成

すること。 

  完成した研修開催チラシのデータは県から各市町村保育担当を通して各保育

所等に送信するが、同時に本事業用ＷＥＢサイトにデータを掲載すること。 

  (a)研修目的 

  (b)研修分野と時間 

  (c)研修受講対象者 

  (d)研修日程・研修会場・研修講師（研修中止時の対応含む） 

  (e)申込み方法・問合せ先・その他受講に必要な事項 

 

 ②研修受講申込みフォームの作成 

 下記(a)から（f）の項目を含むＷＥＢ申込みサイトを構築し、パソコンやスマ

ートフォンから申し込める環境を整えること。 

  (a)保育士登録番号（受講希望者が保育士の場合に限る。） 

  (b)研修受講者の氏名（保育士登録が旧姓の場合に対応するため、旧姓欄を設け

ること。）・生年月日・自宅住所・緊急連絡先・メールアドレス 

  (c)勤務先施設名称・代表者名・住所・電話番号・メールアドレス 
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  (d)職種（保育士・看護師・栄養士・調理員・その他の欄を設けること。なお、

その他においても職種を把握できるようにすること。） 

  (e)研修受講日程希望欄（オンデマンド形式の場合を除く。） 

  (f)個人情報提供同意確認欄（他の都道府県及び市町村への情報提供の同意を

含む） 

 

 ③研修受講申込みの受付等 

ア 研修受講申込み 

 特段の事情がない限り１～２週間程度受付期間を設け、パソコンやスマー

トフォン等からＷＥＢサイト上で申込みができるようにすること。原則保育

所等の単位で受け付けること。 

 

イ 受講者の決定方法 

   私立保育所、私立認定こども園又は地域型保育事業所に勤務する者を対象

に申込み期限を設けて、抽選方式で受講者を決定すること。 

   定員に満たなかった場合は、上記以外の者も対象として少なくとも３日前

まで追加募集を行い、定員に達するよう努めること。 

 

ウ 研修受講決定通知 

   受講決定通知は原則電子メールにて行うこととし、当該メールには受講者

情報、研修受講日時等の受講情報を記載するものとする。また、ＷＥＢ申込

みサイト上で保育所等の単位で施設の申込み状況を確認できるようにする

こと。 

 

エ 受講決定者への情報伝達 

 ＷＥＢ申込みサイト上に申込み方法や研修の実施及び中止や補講の実施等

の詳細を掲載すること。なお、研修中止の情報等を迅速に受講予定者に周知

する等の目的で、追加でＳＮＳ等の媒体を用いることも可能とする。 

 

オ コールセンターの設置 

    パソコンやスマートフォンなどから申込みができない場合や、研修の申込

み方法等についての問合せに対応するために設置すること。それ以外の申込

み方法をとる場合は、県と協議の上実施する。 

 

 ④研修の運営 

  ア 研修運営に関する事務 

    研修会場となる場所の使用契約、連絡調整、当日の会場設営（後片付けを

含む。）、司会進行、講師の対応、受講者の受付及び研修に要する会計処理

業務等、研修を運営するために必要な業務の全てを行うこと。 

    また，オンライン研修では必要に応じて事前の動作確認等を行うこと。 

 

  イ 受講者の出欠状況の管理 

    集合研修、オンライン研修（ライブ形式）ともに受講決定通知書等により

本人確認を実施し、出席状況の管理（欠席、遅刻及び途中退席等）を行うこ

と。 
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 ⑤研修修了の評価 

  受講者が１５時間以上の研修を全て受講していることを確認するとともに、

研修最終日又は受講後１週間以内に研修内容に関する知識及び技能の習得とそ

れを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認するために、受講者にレ

ポートを提出させること。レポート自体は理解度の評価を行って、研修修了の

可否を決定するものではないことに留意すること。 

  ただし、研修の受講において指示に従わないなど、研修受講の態度が不適切

な者や研修内容の理解を著しく欠いている者等については、研修修了の評価を

行わないことができる。 

  なお、特段の事情がない限りレポートは電子メールにて受信し、申込みを行

った施設にもフィードバックのため共有すること。 

 

 ⑥受講者に対するアンケートの実施 

  受講者から研修の内容等に関する意見等を聴取するため、県の指定するフォ

ームに基づきアンケートを行い、その回答結果を講師と共有し、分析を行うこ

と。県には月に１回分析結果を報告すること。 

 

 ⑦研修修了の情報管理 

  ア 研修修了者名簿の作成 

   研修修了後速やかに、以下の(a)から(h)の内容を記載した研修修了者名簿

を作成すること。なお、(a)から(d)については研修受講申込書が提出された

際に把握しているものとする。 

    (a)保育士登録番号（６桁／受講希望者が保育士の場合に限る。） 

    (b)氏名（保育士登録が旧姓の場合に対応するため、旧姓と現姓欄を設ける

こと。）・生年月日・住所 

    (c)勤務先施設の名称・所在市町村名 

    (d)職種（具体的な職種を記載すること。） 

    (e)修了した研修分野 

    (f)修了証番号 

    (g)修了年月日 

    (h)他の都道府県及び市町村へ情報提供する同意の有無 

    

  イ 修了証番号 

 修了証番号は下記のとおりとする。 

 「11－修了証の発行年度（２桁（西暦の下２桁））－01研修種別番号（１

桁）－番号（５桁）」 

 研修種別番号は「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」の別添２「２ 

研修種別番号」のとおりとする。 

 

  ウ 研修修了者の情報提供の同意 

    受講者に対し、研修修了者名簿に記載される情報について、他の都道府県

及び市町村へ提供する旨の同意を、研修受講申込時に得ること。 

 

  エ 研修修了者名簿等の提出 

    研修修了者名簿を原則として研修修了証の交付１週間前までに、県に電子

データ（エクセル）で提出すること。 
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    また、委託期間終了時に全修了者名簿を電子データ（エクセル）で提出す

ること。 

 

  オ 研修修了証の交付 

    研修修了者名簿に基づき、研修修了証を作成し、申込みをした施設と受講

者に交付すること。研修修了証の様式は県が用意したものを用いる。 

    なお、虚偽又は不正の事実に基づいて研修修了証の交付を受けた場合等に

は、県と協議の上、研修の修了を取り消すことが出来る。 

 

  カ 研修修了証の再交付 

    研修修了者から、紛失等を理由とした再交付の依頼を受けた場合には、 

   県より提供を受けた研修修了者名簿で修了した事実を確認し、修了証の再交

付を行うこと。 

 

  キ 委託期間終了時の個人情報の引き渡し及び消去 

    委託期間終了時、業務により取得した修了者等の個人情報を全て県へ引き

渡すとともに、電子データの場合は消去すること。 

 

（３）広報物 

   研修開催チラシ等の各種広報物は、原則として以下のアからエの事項を記

載し、印刷物と電子データ（編集可能な形式を含む）を県に納品すること。 

    ア 「彩の国 埼玉県」 

    イ 埼玉県の県章 

    ウ コバトンのイラスト＋「埼玉県のマスコット コバトン」 

    エ さいたまっちのイラスト＋「埼玉県マスコット さいたまっち」 

 

（４）報告等 

   上記（１）から（３）の各業務の実施に当たり、進捗状況を定期的に報告し、

各業務完了後は速やかに、実施結果を書面にて報告すること。詳細は以下の

ア及びイを原則とするが、進捗報告の頻度等は改めて県と協議した上で決定

し、県の求めがある場合は、随時の報告にも対応すること。 

   

  ア 研修を実施する前に、県に対し内容の事前の打合せを行い、遅くとも研

修開始の１週間前までに県の承認を得ること。保育実践については、これら

に加え実習園向けの手引きを作成すること。なお、受講者名簿は実施日まで

に用意すること。 

 

  イ 実施報告書は、令和７年３月２１日までに電子データ（ワード等）で報告

すること。なお、報告する内容については県と協議の上、決定する。 

 

（５）著作権等 

  ・カリキュラムや教材、研修開催チラシ等の各種広報物の作成に当たっては、

第三者の著作権を侵害しないように留意すること。 

  ・本事業で作成したカリキュラムや教材、研修開催チラシ等の各種広報物及

び写真やイラスト等の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７

条及び第２８条に規定された受託者の権利については行使しないものとす
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る。）は県に帰属する。ただし、受託者が所有する写真・イラスト等を使用

した場合、当該写真・イラスト等についてはこの限りではない。受託者が所

有する写真・イラスト等を、県が成果品以外に使用する際には、受託者と協

議・許諾等を要するものとする。 

  ・令和７年度以降について教材の修正が必要な場合は協力すること。 

 

 

３ 業務運営体制 

 研修を実施するに当たっては、支障がないように必要な人員を配置すること。

なお、本業務の実施において、県が追加の人員配置が必要と判断した場合は、速や

かに必要な措置を講ずること。 

 

（１）総括責任者・副総括責任者 

   本業務を統括する総括責任者・副総括責任者を各１人配置し、次の業務を担

当する。 

   ア 本業務の運営管理及び県との連絡調整 

   イ 本業務で配置する業務従事者の指導及び支援 

   ウ 業務全体の進捗管理 

   エ その他本業務の運営上必要と認められる事項 

 

（２）業務担当者 

   上記２（１）から（５）の各業務を実施する担当者を２人以上配置し、主に

次の業務を担当する。 

   ア 研修の企画・運営 

   イ 講師及び県との連絡調整 

   ウ 業務に関する報告 

   エ その他業務上必要と認められる事務  

 

（３）受付・事務担当者 

   研修の広報、受付、会場設営等を行う受付・事務担当者を上記（１）総括責

任者・副総括責任者及び（２）業務担当者以外に３人以上配置し、主に次の

業務を担当する。 

   ア 案内 

   イ 研修受講申込み受付、各種問合せへの対応 

   ウ 会場設営、案内表示、受付等 

   エ 研修修了者名簿の作成、研修修了証の送付 

   オ その他業務上必要と認められる事務 

 

４ 留意事項 

（１）受託者は、本業務にかかわる者の人事管理について、一切の責任を負う。 

 

（２）受託者は、本業務に関わる者に対し安全衛生及びその他業務上必要な事項

についての指導・教育を徹底する。 

 

（３）受託者は、本業務において配置したすべての者に関して、県や団体及び外部

関係者等により当人の適性に疑義が呈された場合、改善に向けて必要な措置を



 

- 8 - 
 

講じること。 

 

（４）受託者及び本業務に関わる者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。また、本業務終了後も同様とする。 

 

（５）本業務を通じて取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和４年埼玉県条例第50号）に基づき、適正に取り扱うこと。 

 

（６）感染症の流行や自然災害の発生等により、県の判断で本事業の中止や変更

をする場合がある。その際には、県と協議の上、必要な対策を取ること。 

 

（７）本業務にかかる経費は、本仕様書において県が負担する又は無償とする旨

の記載がある場合を除き、原則受託者の負担とする。 

 

（８）本業務の実施における危機管理体制（緊急連絡網等）については、本業務開

始時に県へ報告する。 

 

（９）本仕様書に定めるものの他、疑義が生じた場合はその都度県と協議して決

定する。 

 

（10）本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項に

ついても、適切に履行すること。 

 

５ 委託契約額の支払い 

（１）本業務の実施に当たり、委託料により発生した収入がある場合は、県に返還

しなければならない。 

 

（２）委託料に不足が生じた場合であっても、県は不足額を補てんする義務を負

わない。 

 

（３）原則委託料は精算払いとするが、県と協議の上、一部概算払いも可能とす

る。 
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令和５年度保育士等キャリアアップ研修受講状況調査（とりまとめ結果） 

 
１ 調査目的 

  令和６年度保育士等キャリアアップ研修の実施検討を行うに当たり、今後必要となる研

修量を把握するため 
 
２ 対象 

  県内の私立保育所、私立認定こども園、地域型保育事業所 
 
３ 回答率 

  ９６．５％（１８２７施設／１８９２施設） 
 
４ 回答結果 

（１）令和７年度当初の職員配置 
 副主任保育士 専門リーダー 職務分野別リーダー 

Ｒ７当初配置予定人数 2,725 人 5,110 人 6,214 人 

Ｒ５末研修修了見込人数 2,310 人 3,521 人 5,248 人 

Ｒ６以降研修受講必要人数 417 人 1,583 人 1,001 人 

 
（２）分野別研修受講状況及び今後の受講見込み 
 Ｒ５末まで 

受講完了 

Ｒ６中の 

受講必要 

今後受講予定 要受講人数 

乳児保育 6,701 人 1,177 人 1,496 人 9,374 人 

幼児教育 5,684 人 1,014 人 1,438 人 8,136 人 

障害児保育 5,137 人 971 人 1,492 人 7,600 人 

食育・アレルギー 4,070 人 1,001 人 1,547 人 6,618 人 

保健衛生 4,335 人 946 人 1,465 人 6,746 人 

保護者支援 4,706 人 996 人 1,548 人 7,250 人 

マネジメント 5,096 人 794 人 1,285 人 7,175 人 

計 35,729 人 6,899 人 10,271 人 52,899 人 

 
（３）研修の受講形態 
 ①オンライン研修への対応 
  可能：1,672 施設（91.5％） 不可能：139 施設（7.6％） 
 
 ②受講方法の希望 
  オンラインのみ：79 施設（4.3％） 

集合型のみ：82 施設（4.5％） 
  出来ればオンライン：604 施設（33％） 

出来れば集合型：278 施設（15.2％） 
    どちらでもよい：769 施設（42％） 

未回答：14 施設 


